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たか丸くんと学ぼう♪

国際的なおもてなしを学ぼう！

食べられないものは
ある？

好き嫌いやアレルギーのほかに、
宗教や菜食主義などによって食
べられない場合もあるまる。
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何か食べられないものはあ
りますか？

たか丸くんの豆知識

ひとり親世帯臨時特別給付金の申請は
済んでいますか？～申請期限が迫っています～

基本給付基本給付
▼給付金額　１世帯５万円（第２子以降１人につ
き３万円加算）
▼対象者　次の①・②のいずれかに該当する人
①公的年金等の受給により令和２年６月分の児童
扶養手当が支給停止となっている人のうち、年金
等を除いた収入が所得制限額を下回る人、または
過去に児童扶養手当の申請をしていれば支給停止
となることが推測される人
②児童扶養手当を受給していない人（①を除く）
であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計（申請者だけでなく同居親族を含む）が
急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と
同じ水準となっている人
※①で所得制限限度額を超過し給付金を受給して
いない人でも、②で対象となる場合があります。
▼必要書類　申請書のほかに、以下の添付書類が
必要です。
上記対象者①…平成 30 年１月～ 12 月の年金額
が分かる資料、同期間の収入（給与・養育費・不
動産収入等）が分かる資料
上記対象者②…令和２年２月以降の１カ月分の収
入（給与・養育費・不動産収入等）が分かる資料
※①・②共通で、本人確認書類（運転免許証・保
険証等の写し）、口座確認書類（キャッシュカード・
通帳の写し）、戸籍謄本（児童扶養手当を申請し
たことが無い場合）も準備してください。同居す
る親族がいる場合は、①・②の各期間における親
族の収入が分かる資料も必要です。／申請書様式
は、こども家庭課窓口に備え付けています。

追加給付追加給付
▼給付金額　１世帯５万円（基本給
付のほかに追加で給付金を受け取る
ことができます）
▼対象者　次の❶・❷のいずれかに
該当し、新型コロナウイルス感染症の影響で収入
が減少し（申請者だけでなく同居親族を含む）、
これまで追加給付を受給していない人
❶令和２年６月分児童扶養手当受給者で基本給付
を受給済みの人
❷基本給付①を今後受給または既に受給済の人
▼必要書類　申請書
※添付書類はありません。／申請書様式は、こど
も家庭課窓口に備え付けています。

対象の人は
忘れずに申請を

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。
　対象の人で、まだ申請をしていない人は、期限までに申請をしてください。

～共通事項～
▼申請方法　申請書に必要事項を記入の上、
添付書類（基本給付のみ）を添えてこども家
庭課へ持参もしくは郵送してください。
▼申請期限・支給日　申請期限…令和３年２
月 28 日／支給日…申請受付から約３週間後

【ご注意ください】
　基本給付・追加給付ともに１回ずつの支給
となります。受給済みの人は改めての申請は
できません。
■問い合わせ・申請先　こども家庭課家庭給
付係（〒 036-8551、上白銀町１の１、市
役所１階、☎ 40-7039）

弘前市感染拡大防止滞在費補助事業

　市では、新型コロナウイルス感染症に関して、
自主的かつ一時的に宿泊施設での滞在を希望する
人を対象とした宿泊プランを提供しています。
▼利用対象者　次の①・②のいずれも満たす人
①弘前市に居住し、10 月 12 日以降における新
型コロナウイルス感染症感染者、感染者との濃厚
接触者または新型コロナウイルス感染症に係る
PCR 検査等を受けている、もしくは受ける予定
のある者（以下「感染者等」という）以外の者
②感染者等との接触があるなどの理由から、他者
への感染拡大を防止するために、自主的かつ一時
的に宿泊施設での滞在を希望する者として、市長
が確認した者
▼申請受付時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時（土・
日曜日、祝日を除く）

支援事業を
紹介します 新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ

▼利用料金　自己負担金額なし
▼宿泊までの流れ
１．利用申込書を記入の上、観光課へ提出してく
ださい。
２．書類確認後、利用申込書を返却します。
３．宿泊施設の受付にて、返却された利用申込書
を提出してください。
※利用申込書は市ホームページからダウンロード
できます。／持参も受け付けますが、感染予防の
観点から、メールまたはファクスでの提出にご協
力ください。／宿泊施設滞在中は他者との接触を
極力避け、不要不急の外出をしない等、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止に努めてくださ
い。／最大 14 連泊まで可能です。
■問い合わせ・申込先　観光課観光企画係（市役
所５階、☎ 35-1128、ファクス 38-5867、E メー
ル kankou@city.hirosaki.lg.jp）

感染リスクが高まる「　　つの場面」感染リスクが高まる「　　つの場面」

①飲酒を伴う懇親会等
　飲酒の影響で気分が高揚すると注意
力が低下し、聴覚が鈍くなり、大きな
声になりやすい傾向にあります。また、
回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高めます。

②大人数や長時間におよぶ飲食
　接待を伴う飲食や深夜のはしご
酒では、短時間の食事に比べて感
染リスクが高まります。大人数の
飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなります。

③マスクなしでの会話
　飛沫感染での感染リスクが高まり
ます。車やバスで移動する際の車中
でも注意が必要です。

④狭い空間での共同生活
　長時間にわたり閉鎖空間が共有さ
れるため、感染リスクが高まります。
寮の部屋やトイレなど、共用部分で
の感染が疑われる事例が報告されています。

⑤居場所の切り替わり
　仕事での休憩時間に喫煙所に入った
時など、居場所が切り替わると気の緩
みや環境の変化により感染リスクが高
まることがあります。
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（出典：内閣官房ホームページ）

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

最新情報は、下記のホームページでご確認ください。
■厚生労働省ホームページ　https://www.mhlw.go.jp　■市ホームページ　http://www.city.hirosaki.aomori.jp

【感染の不安や一般的な相談について】
青森県新型コロナウイルス感染症コールセンター

（☎ 0120-123-801、随時受け付け）

【感染が疑われる場合】
弘前保健所「帰国者・接触者相談センター（☎
33-8521）」またはかかりつけ医

青森県　相談・受診の目安詳しくはこちらから  検索

（令和２年 11 月 13 日現在）

感染対策はしっかりと！


